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１
　
は
じ
め
に

日
本
証
券
業
協
会
（
以
下
「
日
証
協
」
と
い
う
）
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
受
験
者
に
開
放
し
て
い
た
二
種
外
務
員
資
格
試
験
（
以
下

「
二
種
試
験
」
と
い
う
）
に
加
え
、
一
種
外
務
員
資
格
試
験
（
以
下
「
一
種
試
験
」
と
い
う
）
を
二
〇
一
二
年
一
月
一
六
日
以
降
一

般
に
開
放
す
る
こ
と
と
し
た
。
あ
わ
せ
て
こ
れ
ま
で
一
種
試
験
の
受
験
資
格
を
二
種
試
験
合
格
者
と
し
て
い
た
制
限
を
外
し
、
二
種

試
験
合
格
者
で
な
く
て
も
直
接
受
験
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
と
し
た
。

日
証
協
が
発
行
す
る
外
務
員
資
格
試
験
用
テ
キ
ス
ト
の
「
外
務
員
必
携
」
に
は
、
は
し
が
き
に
「
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
登
録

金
融
機
関
は
、
金
融
資
本
市
場
の
仲
介
者
と
し
て
投
資
者
と
市
場
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、

そ
の
社
会
的
使
命
は
重
大
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
従
事
す
る
外
務
員
に
は
、
金
融
商
品
に
関
す
る
豊
富
な

専
門
知
識
の
み
な
ら
ず
、
高
い
法
令
遵
守
意
識
や
職
業
倫
理
を
も
っ
て
業
務
に
当
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
日
証
協

で
は
、
外
務
員
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
信
頼
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う
、
本
協
会
の
自
主
規
制
規
則
に
基
づ
き
、
外
務
員
の
資
質
の
適

格
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
外
務
員
資
格
試
験
を
実
施
し
て
い
ま
す
。」
と
記
述
し
て
お
り
、
外
務
員
資
格
試
験
は
自
主
規
制
の
一

環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
外
務
員
に
は
適
格
性
と
し
て
金
融
商
品
に
関
す
る
豊
富
な
専
門
知
識
の
み
な
ら
ず
、
高
い

法
令
遵
守
意
識
や
職
業
倫
理
を
も
っ
て
業
務
に
当
る
姿
勢
を
求
め
て
い
る
。

外
務
員
資
格
試
験
制
度
は
、
一
九
六
五
年
の
証
券
取
引
法
改
正
で
外
務
員
登
録
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
証
券
業
協
会

外
務
員
資
格
試
験
制
度
の
改
革
と
課
題
に
つ
い
て

坂
下
　
　
晃



（
当
時
は
全
国
各
地
に
三
四
の
証
券
業
協
会
が
あ
り
、
そ
の
全
国
組
織
と
し
て
日
本
証
券
業
協
会
連
合
会
が
あ
っ
た
）
が
自
主
規
制

と
し
て
一
九
六
六
年
に
導
入
し
、
合
格
者
が
外
務
員
登
録
を
出
来
る
も
の
と
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
五
年
に
は
受
験
者
の
大
幅
な

増
加
や
採
点
等
の
事
務
処
理
の
迅
速
化
・
合
理
化
を
図
る
た
め
マ
ー
ク
シ
ー
ト
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
が
導
入
さ
れ
、
二
〇
〇

三
年
に
は
外
務
員
登
録
の
シ
ス
テ
ム
化
及
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
試
験
が
導
入
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
受
験
資
格
は
当
初
自
主
規
制
の
観
点
か
ら
証
券
会
社
や
特
別
会
員
と
し
て
の
登
録
金
融
機
関
の
役
職
員
に
限
定
さ
れ
て
き

た
が
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
は
二
種
試
験
に
つ
い
て
そ
の
限
定
が
外
さ
れ
、
今
回
は
一
種
試
験
に
つ
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
に
改
正
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

日
証
協
の
外
務
員
資
格
試
験
制
度
に
は
、
外
務
員
の
資
格
と
し
て
、
一
種
（
外
務
行
為
の
全
て
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
）、
二
種

（
現
物
株
式
等
の
外
務
員
の
職
務
は
出
来
る
が
、
先
物
取
引
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
・
信
用
取
引
等
の
リ
ス
ク
の
高
い
商
品
に
関
す
る

業
務
は
出
来
な
い
）、
信
用
取
引
外
務
員
（
二
種
の
外
務
行
為
及
び
信
用
取
引
に
か
か
る
外
務
行
為
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
）、
特
別

会
員
一
種
外
務
員
（
１
）、

特
別
会
員
二
種
外
務
員
及
び
特
別
会
員
四
種
外
務
員
（
２
）

が
あ
る
。
一
般
外
務
員
資
格
試
験
は
一
九
九
〇
年
に
一
種

と
二
種
に
区
分
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
証
券
事
故
防
止
の
観
点
か
ら
外
務
員
の
資
質
向
上
の
要
請
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
外
務
員

資
格
試
験
を
一
種
試
験
、
二
種
試
験
の
二
段
階
に
区
分
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
二
種
試
験
合
格
の
一
定
期
間
後
に
一
種
試
験
を
受
験
す

る
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
外
務
員
資
格
試
験
以
外
に
日
証
協
に
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
資
格
試
験
と
し
て
会
員
内
部
管
理
責
任
者
資
格
試
験
及
び

特
別
会
員
内
部
管
理
責
任
者
資
格
試
験
（
３
）

が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
一
種
試
験
及
び
二
種
試
験
を
中
心
と
し
て
、
数
次
の
改
正
に
よ
る

試
験
の
回
数
、
問
題
数
、
合
格
率
等
の
推
移
を
見
る
こ
と
に
よ
り
外
務
員
資
格
試
験
を
通
じ
て
自
主
規
制
の
レ
ベ
ル
が
向
上
し
て
い

る
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。
ま
た
、
米
国
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
（
４
）

が
実
施
し
て
い
る
試
験
制
度
と
の
比
較
も
行
う
こ
と
と
す
る
。
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２
　
外
務
員
資
格
制
度
の
制
度
化

一
九
六
五
年
の
証
券
取
引
法
改
正
で
外
務
員
登
録
制
度
が
制
度
化
（
５
）

さ
れ
、
外

務
員
は
大
蔵
省
（
当
時
、
現
在
は
金
融
庁
）
に
備
え
る
外
務
員
登
録
原
簿
に
登

録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

外
務
員
資
格
は
東
京
（
６
）、

大
阪
（
７
）、

名
古
屋
及
び
新
潟
証
券
業
協
会
が
実
施
す
る

外
務
員
研
修
（
講
習
）
を
修
了
す
る
か
一
九
六
六
年
か
ら
全
国
一
斉
に
実
施
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
外
務
員
資
格
試
験
（
８
）

に
よ
り
取
得
出
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

試
験
の
種
類
に
は
、
株
式
を
は
じ
め
全
て
の
証
券
業
務
を
行
う
こ
と
が
出
来
る

一
般
外
務
員
資
格
と
投
資
信
託
の
み
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
投
信
外
務

員
資
格
が
あ
っ
た
。
一
九
六
六
年
の
導
入
時
に
お
け
る
一
般
外
務
員
資
格
試
験

と
投
信
外
務
員
資
格
試
験
の
概
要
は
図
表
１
の
通
り
で
あ
る
。

３
　
試
験
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化

（
１
）
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
の
導
入

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
証
券
界
へ
の
就
職
希
望
者
が
増
大
し
た
こ
と
か
ら

一
般
外
務
員
試
験
の
事
務
処
理
が
大
き
な
負
担
と
な
り
、
受
験
か
ら
合
否
発
表

ま
で
三
週
間
以
上
を
要
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
日
証
協

で
は
採
点
等
の
事
務
処
理
の
迅
速
化
・
合
理
化
及
び
試
験
内
容
の
充
実
を
図
る

（22）

図表１　1966年の導入時段階での外務員資格試験

（参考）第１回試験は、1966年３月６日（日）に全国43会場で5,226名が受験した。

項　　目 一般外務員 投信外務員
試験科目 証券取引法及び関係法令 証券取引法及び関係法令

証券業協会及び証券取引所諸規則 証券業協会及び証券取引所諸規則
証券市場の基礎知識 証券投資信託業務
株式会社法 外交業務
金融財政の常識
証券業務（株式、債券、証券投資信託）
企業分析
証券投資計算証券税制
外交業務
（９科目） （４科目）

試験時間 ２時間 １時間
合否判定基準 200点満点の６割120点以上 200点満点の６割120点以上
実施回数 年４回 年４回



た
め
、
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
に
よ
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
化
を
一
九
八
五
年
五
月
か
ら
実

施
し
た
。
一
九
八
五
年
五
月
の
第
三
三
回

試
験
の
受
験
者
は
六
九
五
六
名
で
あ
っ
た
。

こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の
メ
リ
ッ
ト
と

し
て
日
証
協
は
次
の
諸
点
（
９
）

を
上
げ
て
い
る
。

①
　
合
否
発
表
ま
で
の
期
間
の
短
縮
化
が

図
れ
る
こ
と

②
　
試
験
実
施
回
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
出
来
る
こ
と

③
　
問
題
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

広
範
囲
な
出
題
が
出
来
る
こ
と

④
　
出
題
形
式
の
多
様
化
を
図
る
こ
と
が

出
来
る
こ
と

⑤
　
試
験
内
容
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
出
来

る
こ
と

⑥
　
試
験
結
果
に
つ
い
て
各
種
の
分
析
が

出
来
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
協
会
員
に

（23）

図表２　マークシ－ト化段階における一般外務員資格試験の概要

項　　　目 内　　　　　　　　容
試験科目 証券取引法及び関係法令

証券投資信託法及び関係法令
協会・定款諸規則
証券取引所定款・諸規則
株式業務
債券業務
証券投資信託業務
証券投資計算

出題数 30問
試験時間 ２時間
合否判定基準 300点満点中、７割210点以上得点した者を合格者とする
試験実施回数 原則として、年間４回

協会員に対する
試験結果の通知

合格率、平均点、協会員の受験者別得点を通知する

証券市場の基礎知識
株式会社概論
金融・財政の常識
財務諸表と企業分析
証券税制
外交業務
（14科目）

出題範囲 原則として日証協が受験者用テキストとして発行する「外務員必携」
から出題する

出題の形式 ５肢選択方式、○×方式、語句選択方式、計算問題

合格発表に要す
る日数

約７日間（旧・約20日間）



提
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と

（
２
）
パ
ソ
コ
ン
化

マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
で
は
、
試
験
の
実
施
回
数
の
増
加
に
は
、
試
験
会
場
（
10
）

の
手
配
や
監
督
人
員
の
手
当
て
等
の
問
題
が
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
試
験
の
実
施
回
数
を
増
加
す
る
こ
と
の
制
限
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
八
一
年
銀
行
法
の
改
正
、
一
九
九
二
年
金
融
制
度

改
革
法
、
一
九
九
八
年
の
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
法
に
よ
り
銀
行
、
保
険
、
郵
便
局
等
が
証
券
業
務
に
参
入
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
受

験
者
の
増
大
、
試
験
回
数
の
増
加
、
試
験
会
場
の
増
加
と
い
う
要
請
が
出
て
き
た
。
こ
の
た
め
日
証
協
で
は
二
〇
〇
二
年
二
月
か
ら

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
試
験
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
パ
ソ
コ
ン
化
に
よ
る
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
試
験
が
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
で
あ
れ
ば

毎
日
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
不
合
格
時
の
受
験
待
機
期
間
が
導
入
さ
れ
一
回
目
が
三
〇
日
、
二
回

目
三
〇
日
、
三
回
目
一
八
〇
日
と
さ
れ
た
（
11
）。

主
な
改
正
点
を
上
げ
る
と
、
図
表
３
の
通
り
で
あ
る
。

４
　
試
験
の
一
般
へ
の
開
放

受
験
資
格
は
日
証
協
の
協
会
員
で
あ
る
証
券
会
社
や
金
融
機
関
の
役
職
員
（
内
定
者
を
含
む
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

二
〇
〇
四
年
の
二
種
試
験
と
二
〇
一
二
年
の
一
種
試
験
か
ら
一
般
開
放
が
図
ら
れ
誰
で
も
受
験
が
可
能
に
な
っ
た
。
一
般
開
放
を
も

た
ら
し
た
理
由
と
し
て
は
、
特
定
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
そ
れ
以
外
に
も
次
の
通
り
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

米
国
で
は
受
験
資
格
は
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
協
会
員
で
あ
る
証
券
会
社
の
役
職
員
に
限
ら
れ
て
い
る
。

（24）
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図表３　パソコン化による改正点

①　出題科目
二種試験については14科目とし、証券投資計算は株式業務、債券業務等に包含させることで除外され、

代わりにコンプライアンスに関する基本的かつ重要な事項が出題範囲に加えられた（改正前に「外交業
務」は「セールス業務」に変更され、新たに「付随業務」が追加されている）。
また、一種試験については15科目とし、コンプライアンスに関する基本的かつ重要な事項が出題範囲

に加えられ、2009年４月には特定店頭デリバティブが出題科目に追加された。
区　　分 二種外務員資格

法令・諸規則

・金融商品取引法
・投資信託及び投資法人に関する法律並び
に関係法令
・協会定款・諸規則
・取引所定款・諸規則
（４科目）

商品業務

・株式業務
・債券業務
・投資信託及び投資法人に関する業務
・付随業務

（４科目）

関連科目

・証券市場の基礎知識
・株式会社法概論
・経済・金融・財政の常識
・財務諸表と企業分析
・証券税制
・セールス業務
（６科目）
（合計14科目）

一種外務員資格
・金融商品取引法
・投資信託及び投資法人に関する法律並び
に関係法令
・協会定款・諸規則
・取引所定款・諸規則
（４科目）
・株式業務
・債券業務
・投資信託及び投資法人に関する業務
・先物取引
・オプション取引
・特定店頭デリバティブ
（６科目）
・株式会社法概論
・経済・金融・財政の常識
・財務諸表と企業分析
・証券税制
・セールス業務

（５科目）
（合計15科目）

②　出題範囲
原則として日証協が受験者用テキストとして発行す
る「外務員必携」から出題される。

原則として日証協が受験者用テキストとして発行す
る「外務員必携」から出題される。

③　出題の形式
五肢選択方式、○×方式、語句選択方式、計算問題 五肢選択方式、○×方式、語句選択方式、計算問題
④　問題数
100問（○×方式70問、五肢選択方式30問） 70問（○×方式50問、五肢選択方式20問）
⑤　試験時間
２時間40分 ２時間
⑥　試験実施回数

試験運営会社のプロメトリック社が全国に111会場
を設置している（2012年２月現在）。

試験運営会社のプロメトリック社が全国に111会場
を設置している（2012年２月現在）。

原則として毎週月曜日から金曜日 原則として毎週月曜日から金曜日
⑦　合否判定基準
440点満点中、７割（308点）以上得点した者 300点満点中、７割（210点）以上得点した者
⑧　受験申込方法
従来の申込書等の提出（紙ベース）からパソコンを
使用して日証協ＷＡＮを利用する又は電話による方
法が可能になった。

従来の申込書等の提出（紙ベース）からパソコンを
使用して日証協ＷＡＮを利用する又は電話による方
法が可能になった。

⑨　試験会場



①
　
特
定
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

一
種
に
つ
い
て
は
、
特
定
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
天
候
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
）
等
に
関
し
て
二
〇
〇
七
年
九
月
の
金
融
商
品
取
引

法
施
行
時
に
日
証
協
諸
規
則
が
改
正
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
資
格
試
験
制
度
を
新
設
す
る
方
針
も
決
定
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
内
容
や
実

施
時
期
等
に
つ
い
て
は
日
証
協
「
外
務
員
等
資
格
試
験
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
」
で
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
新

た
な
資
格
制
度
を
設
け
る
の
で
は
な
く
、
既
存
の
外
務
員
資
格
試
験
に
追
加
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
た
だ
、
二
種
試
験
で
は
店
頭
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
天
候
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
）
に
関
す
る
分
野
を
出
題
し
て
い
な
い
た
め
、
一
種
試
験
を
一
般
開
放
す
る
こ
と
と
し

た
。

②
　
証
券
投
資
知
識
の
普
及
・
啓
発

一
般
開
放
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
試
験
の
一
般
開
放
が
「
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
」
の
観
点
か
ら
よ
り
深
く
勉
強
し
た
い

人
の
受
験
を
妨
げ
る
理
由
は
な
い
と
し
て
い
る
。
金
融
経
済
教
育
の
一
環
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
が
、
現
状
を

見
る
と
大
学
で
外
務
員
資
格
試
験
を
受
験
し
た
い
と
い
う
学
生
も
出
て
き
て
い
る
一
方
で
、
現
状
で
は
多
く
の
学
生
が
受
験
す
る
と

こ
ろ
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
図
表
３
を
見
る
と
最
近
（
二
〇
〇
六
年
以
降
）
に
お
け
る
二
種
試
験
（
一
般
）
の
受
験
者
数
は
一
万
一

〇
〇
〇
人
か
ら
一
万
五
〇
〇
〇
人
と
協
会
員
の
受
験
者
の
五
分
の
一
程
度
で
あ
る
が
全
国
証
券
会
社
の
従
業
員
数
が
九
万
人
台
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
金
融
経
済
教
育
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
着
実
に
進
展
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た
、
通
常
金
融
経
済
教
育
の
展
開
に
は
相
当
の
費
用
を
要
す
る
が
、
外
務
員
資
格
試
験
の
一
般
開
放
の
費
用
対
効
果
は
高
い
と
い
え

よ
う
。

図
表
４
か
ら
は
二
〇
〇
五
年
度
（
平
成
一
七
年
度
）
の
一
種
試
験
（
協
会
員
）
の
受
験
者
数
が
九
万
人
台
で
、
同
じ
く
二
種
試
験

（
協
会
員
）
の
受
験
者
数
が
一
一
万
五
〇
〇
〇
人
と
受
験
者
数
が
全
国
証
券
会
社
従
業
員
数
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
末
で
八
万
八
八

（26）



〇
七
人
）
に
匹
敵
す
る
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
規
模
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
国

証
券
会
社
就
業
員
数
と
の
比
較
で
見
る
と
毎
年
の
協
会
員
の
資
格
試
験
受
験
者

数
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
、
パ
ソ
コ
ン
化
の
効
果
が
顕
著
で
あ
る
。

③
　
協
会
員
の
人
材
確
保
の
円
滑
化

従
来
、
証
券
会
社
で
は
大
学
卒
業
者
を
入
社
式
後
四
月
〜
五
月
に
か
け
て
商

品
知
識
、
証
券
営
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
社
内
ル
ー
ル
の
徹
底
に
つ
い
て
集
合
研
修

を
開
催
し
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
二
種
試
験
の
取
得
の
受
験
勉
強
も
行
っ

て
い
た
。
二
〇
〇
四
年
の
オ
ー
プ
ン
化
以
降
、
多
く
の
証
券
会
社
で
は
、
採
用

内
定
者
に
四
月
の
入
社
時
ま
で
に
二
種
試
験
を
取
得
す
る
よ
う
に
指
導
し
、
ま

た
、
取
得
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。
証
券
会
社
に
す
れ
ば
従
来
、
入
社
後

の
集
合
研
修
に
お
い
て
二
週
間
程
度
を
二
種
試
験
取
得
の
た
め
の
教
育
期
間
と

し
て
い
た
が
試
験
の
オ
ー
プ
ン
化
に
よ
り
入
社
後
の
集
合
研
修
の
効
率
化
・
短

期
化
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
。

証
券
会
社
、
金
融
機
関
に
就
職
希
望
す
る
学
生
に
と
っ
て
は
、
学
生
の
段
階

で
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
が
就
職
活
動
の
要
件
に
も
な
っ
て
き
た
。

５
　
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
外
務
員
資
格
試
験
制
度

米
国
に
お
け
る
外
務
員
資
格
試
験
制
度
は
、
一
九
五
六
年
に
協
会
員
の
役
職

（27）

図表４　外務員資格試験受験者数、合格者数の推移

12年度 2000.４～2001.３
13年度 2001.４～2002.３
14年度 2002.４～2003.３
15年度 2003.４～2004.３
16年度 2004.４～2005.３
17年度 2005.４～2006.３
18年度 2006.４～2007.３
19年度 2007.４～2008.３
20年度 2008.４～2009.３
21年度 2009.４～2010.３
22年度 2010.４～2011.３
（出所）日本証券業協会

合格率
（％）

62.8
41.5
72.5
75.7
75.0
63.3
51.9
51.7
50.5
44.5
43.5

一種外務員（協会員） 二種外務員（協会員） 二種外務員（一般）
受験者
数（名）

合格者
数（名）

受験者
数（名）

合格者
数（名）

合格率
（％）

受験者
数（名）

合格者
数（名）

合格率
（％）

10,143 6,370 10,651 8,845 83.0 ― ― ―
15,101 6,266 13,587 9,164 67.4 ― ― ―
8,327 6,037 7,319 5,781 79.0 ― ― ―
5,711 4,321 6,982 5,458 78.2 ― ― ―

45,667 34,265 98,175 71,292 72.6 2,609 1,914 73.4
92,561 58,573 115,503 72,839 63.1 9,907 6,893 69.6
70,601 36,617 87,921 48,718 55.4 12,628 8,884 70.4
58,506 30,227 68,268 38,699 56.7 15,350 10,190 66.4
63,070 31,846 73,262 39,809 54.3 13,639 9,087 66.6
60,628 26,969 58.497 30,760 52.6 12,503 8,313 66.5
54,179 23,566 44,893 23,680 52.7 11,131 7,713 69.3



者
は
全
て
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
へ
の
登
録
を
要
す
る
と
す
る
登
録
代
理
人
制
度
（R

egistered
R

epresentative

以
下
「
Ｒ
Ｒ
」
と
い
う
）
（
12
）

が

確
立
し
た
。
登
録
の
前
提
条
件
と
し
て
一
定
の
知
識
及
び
経
験
を
見
る
た
め
外
務
員
資
格
試
験
制
度
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
が
実
施
す
る
外
務
員
資
格
試
験
は
図
表
５
の
通
り
三
九
種
類
に
な
る
。
日
証
協
の
外
務
員
資
格
制
度
と
大
き
く
異
な

る
の
は
、
種
類
数
だ
け
で
な
く
「Principal

」（「
本
人
」
又
は
「
役
員
」）
（
13
）

や
「Supervisor

」（「
監
督
者
」）
の
資
格
が
あ
る
一
方

で
、
規
制
の
種
類
、
取
り
扱
う
業
務
や
商
品
分
野
で
細
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
試
験
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
一

般
証
券
外
務
員
（G

eneral
Securities

R
epresentative

以
下
「
Ｇ
Ｓ
Ｒ
」
と
い
う
）
は
一
つ
の
試
験
に
ほ
と
ん
ど
全
て
の
テ
ー

マ
を
含
む
試
験
で
あ
る
。
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
が
実
施
す
る
外
務
員
資
格
試
験
の
代
表
例
と
し
て
Ｇ
Ｓ
Ｒ
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

Ｒ
Ｒ
と
し
て
外
務
員
登
録
を
受
け
る
に
は
、
所
属
証
券
会
社
が
Ｃ
Ｒ
Ｄ
（C

entral
R

egistration
D

epository

中
央
登
録
保
管

機
構
）
に
登
録
申
請
書
（U

niform
A

pplication
for

Securities
Industry

R
egistration

）
又
は
フ
ォ
ー
ム
Ｕ
４
（F

orm
U

4

）

を
提
出
し
、
Ｇ
Ｓ
Ｒ
の
場
合
は
シ
リ
ー
ズ
７
の
受
験
申
請
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

試
験
は
、
プ
ロ
ク
タ
ー
シ
ス
テ
ム
（PR

O
C

T
O

R
System

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
時
代
はPLA

T
O

System

で
あ
っ
た
）
と
い
う
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
シ
リ
ー
ズ
７
の
出
題
範
囲
は
図
表
６
の
通
り
で
、
問
題
数
は
二
五
〇
問
で
、
一
二
五
問
ず
つ
の

二
つ
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
試
験
時
間
は
三
時
間
、
合
計
六
時
間
で
あ
る
。
各
問
題
に
は
四
つ
の
解
答
選
択
肢
が

あ
る
。
試
験
の
内
容
に
は
投
資
勧
誘
、
会
社
発
行
の
証
券
、
地
方
債
証
券
、
地
方
フ
ァ
ン
ド
証
券
、
オ
プ
シ
ョ
ン
、
直
接
参
加
プ
ロ

グ
ラ
ム
、
投
資
会
社
証
券
、
変
額
契
約
を
含
ん
で
お
り
、
全
て
の
証
券
の
売
り
・
買
い
を
行
う
外
務
員
に
対
す
る
資
格
で
あ
る
。
合

格
ラ
イ
ン
は
一
八
〇
問
以
上
の
正
解
が
求
め
ら
れ
、
合
否
判
定
基
準
は
七
二
％
で
あ
る
。
合
格
率
に
つ
い
て
最
近
の
資
料
の
入
手
は

出
来
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
頃
は
五
〇
％
強
で
あ
る
。

（28）
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図表５　FINRAの資格試験一覧

シリーズ
名

受験の前提となる
試験名

試　　　験　　　名 問題数
試験時間

(分)
料金
(＄)

3 National Commodity Futures (CR) 120 150 なし 105

4 Registered Options Principal 125 180
S7又はS62をS42、S17、
S37又はS38とともに

90

6
Investment Company Products/Variable
Contracts Representative (IR)

100 135 なし 80

7 General Securities Representative (IR) 250 360 なし 265

9
General Securities Sales Supervisor Option
Module (FINRA-SU)

55 90 S7 70

10
General Securities Sales Supervisor
General Module (FINRA-SU)

145 240 S7 110

11
Assistant Representative-Order Processing
(AR)

50 60 なし 70

14 Compliance Officer 110 180 なし 320

16
Supervisory Analyst (NYSE-CO) 
[One or two parts depending on NYSE
requirement] 

Each
Part 50

90 Part 1
120 Part 2

なし 210

17 Limited Registered Representative (IE) 150 150 FSA Registration 70

22
Direct Participation Program
Representative (DR)

100 135 なし 85

23
General Securities Principal Sales
Supervisor Module (GP)

100 150 S8、S9/10、又はS12 85

24 General Securities Principal (GP) 150 210
S 7、S 1 7、S 3 7、S 3 8、
S62、S79又はS82

105

26
Investment Company Product/Variable
Contract (IP)

110 150 S6又はS7 85

27 Financial and Operations Principal (FN) 145 210 なし 105

28
Introducing Broker/Dealer Financial and
Operations Principal (F1)

95 120 なし 85

30 Branch Managers Examination-Futures 50 60 なし 70
31 Futures Managed Funds Examination 45 60 なし 70
32 Limited Futures Exam-Regulations 35 45 なし 70
34 Retail Off-Exchange Forex Examination 40 60 なし 70

37
Canada Module of S7 (CD) [Option
Required]

90 150 CAN Registration 160

38
Canada Module of S7 (CN) [NO Options
Required]

150 75 CAN Registration 160

39
Direct Participation Program Principal
(DP)

100 135 S22又はS7 80

次ページへ続く

42 Registered Option Representative (OR) 50 90 S62又はS72 65

51
Municipal Fund Securities Limited
Principal (FP)

60 90 S24又はS26 145

52 Municipal Securities Representative (MR) 115 210 なし 155

53 Municipal Securities Principal (MP) 100 180
S52又はS37（2011年11月
７日までに合格の場合)

155
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（出所）FINRA Administered Qualification Examinations

87
Research Analyst (RS) Part 2 Regulations
Module

S7、S17、S37又はS38

99 Operations Professional

シリーズ
名

受験の前提となる
試験名

試　　　験　　　名

なし

問題数
試験時間

(分)
料金
(＄)

62
Corporate Securities Limited
Representative

115 150 なし 80

63 Uniform Securities Agent State Law Exam 60 75 なし 96

65
NASSA-Investment Advisors Law Exam
(RA)

130 180 なし 135

66
NASAA-Uniform Combined State Law
Exam (AG and/or RA)

100 150 S7 128

72 Government Securities Representative (RG) 100 180 なし 95

79
Limited Representative-Investment
Banking

175 300 なし 265

82
Limited Representative-Private Securities
Offerings (PR) 

100 150 なし 80

86
Research Analyst (RS) Part 1 Analysis
Module

100 240 S7、S17、S37又はS38 160

50 90 115

100 150 125

図表６　シリーズ７の試験問題数と主な証券業務

（出所）FINRA General Securities Representative Qualification Examination (Series 7) Content
Outline

主　　な　　証　　券　　業　　務 問題の比率
FI 顧客又は見込み客を通じてのブローカー・ディーラー業務
（Seeks Business for the Broker-Dealer through Customer
and Potential  Customers）

27％

F2 顧客保有の他の証券の評価、顧客の金融資産、顧客ニーズ、
金融状況、税制、投資目的（Evaluates Customers‘Other
Securities Holdings Financial Situation and Needs,
Financial Status Tax Status and Investment Objectives）

11％

F3 顧客口座の取扱い、書換え資産、取引記録の維持（Opens
Accounts, Transfers assets, and Maintains Appropriate
Account Record）

11％

F4 投資と適合性に合った勧誘上の情報提供（P r o v i d e s
Customers with Information on Investment and Makes
Suitable Recommendations）

28％

F5 顧客の売り買い、発注の立証とフォローアップ 23％
計 100％

問題数

68

27

27

70

58
250

56 Proprietary Trader Examination 100 150 なし 195

55
Limited Representative-Equity Trader
Examination 

100 180
S7、S17、S37、S38又は
S62

95



６
　
国
際
化

日
証
協
は
、
外
国
人
の
外
務
員
資
格
試
験
受
験
に
あ
た
っ
て
は
英
語
に
よ
る
試
験
（
14
）

を
実
施
し
て
い
る
。
米
国
で
は
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
が

外
国
人
の
受
験
に
つ
い
て
は
辞
書
の
貸
与
と
試
験
時
間
の
延
長
を
認
め
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
て
い
る
中
で
、
各
国
の

資
格
制
度
と
相
互
認
証
の
動
き
を
日
証
協
の
協
会
員
代
表
者
通
知
「『
外
務
員
資
格
試
験
制
度
に
関
す
る
検
討
状
況
に
つ
い
て
（
論

点
整
理
）』
に
つ
い
て
」（
日
証
協
（
資
）
二
一
第
一
八
七
号
　
平
成
二
一
年
六
月
一
一
日
）
か
ら
重
点
項
目
を
中
心
に
見
る
こ
と
と

す
る
。

（
１
）
根
拠
規
程
と
対
象

外
務
員
資
格
は
、
国
に
よ
り
法
律
に
根
拠
を
有
す
る
場
合
と
自
主
規
制
に
根
拠
を
有
す
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
も
証
券
業
務
に
従

事
す
る
者
を
幅
広
く
対
象
に
す
る
場
合
と
投
資
者
保
護
が
強
く
求
め
ら
れ
る
リ
テ
ー
ル
証
券
業
務
に
従
事
す
る
者
だ
け
を
対
象
に
す

る
場
合
が
あ
る
。

（
２
）
資
格
試
験
制
度
の
類
型

次
の
通
り
三
つ
の
類
型
に
区
分
さ
れ
る
が
、
我
が
国
で
は
外
務
員
と
し
て
必
要
最
低
限
の
知
識
と
し
て
、
全
般
的
な
知
識
の
習
得

が
必
要
で
あ
る
こ
と
と
、
人
事
異
動
を
考
慮
し
た
場
合
、
網
羅
的
な
資
格
が
望
ま
し
い
と
い
う
観
点
か
ら
総
合
試
験
型
の
存
続
希
望

が
多
い
（
協
会
員
代
表
者
通
知
に
お
け
る
「
外
務
員
等
資
格
試
験
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
」
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か

ら
）。
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①
　
総
合
試
験
型

一
つ
の
試
験
に
ほ
と
ん
ど
全
て
の
テ
ー
マ
を
含
む
。
我
が
国
の
一
般
外
務
員
資
格
試
験
や
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
シ
リ
ー
ズ
７
が
こ
れ
に

該
当
す
る
。

②
　
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
業
務
選
択
）
型

規
制
の
種
類
、
取
り
扱
う
業
務
や
商
品
分
野
で
細
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
試
験
で
あ
る
。
外
務
員
が
従
事
す
る
職
種
と
合

格
す
べ
き
試
験
科
目
を
対
応
さ
せ
る
。

③
　
中
間
型

総
合
試
験
型
と
モ
ジ
ュ
ー
ル
型
が
併
存
す
る
。

（
３
）
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ａ
に
お
け
る
検
討

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ａ
（International

C
ouncil

of
Securities

A
ssociations

国
際
証
券
業
協
会
）
（
15
）

は
、
世
界
の
外
務
員
資
格
制
度
を
標

準
化
す
る
こ
と
は
、
証
券
取
引
の
コ
ス
ト
削
減
及
び
効
率
化
に
資
す
る
も
の
と
し
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
に
次
の

三
つ
の
方
向
性
を
示
し
た
。

①
　
資
格
認
定
プ
ロ
セ
ス
に
利
用
さ
れ
る
試
験
の
内
容
に
つ
い
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（
又
は
ガ
イ
ダ
ン
ス
）
を
開
発
す
る
。

②
　
既
存
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
調
和
し
て
一
つ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
作
る
。

③
　
同
様
な
考
え
を
持
つ
規
制
当
局
者
と
の
間
で
資
格
認
定
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
相
互
認
証
（
16
）

を
奨
励
す
る
枠
組
み
を
開
発
す
る
。

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
の
検
討
結
果
、
③
の
方
向
性
が
最
も
現
実
的
と
の
合
意
が
な
さ
れ
、
当
面
そ
の
方
向
で
各
国
の
相
互
認

証
の
現
状
に
つ
い
て
の
調
査
活
動
を
深
化
さ
せ
審
議
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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７
　
今
後
の
課
題

外
務
員
資
格
試
験
が
米
国
で
導
入
さ
れ
た
い
き
さ
つ
に
、「
勧
誘
行
為
に
付
随
し
て
証
券
事
故
が
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
（
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
前

身
）
が
一
九
四
一
年
の
調
査
で
、
多
数
の
営
業
員
が
自
己
の
職
責
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
雇
用
主
た
る
会
員
の
承
諾
を
経
な
い
で
、

不
正
取
引
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
事
実
が
判
明
し
た
。
こ
う
し
て
制
定
さ
れ
た
の
が
公
正
慣
習
規
則
第
三
章
第
二
七
条
の
監
督
規
定

で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
会
員
で
あ
る
証
券
業
者
に
対
し
、
自
社
営
業
員
を
監
督
す
る
上
で
の
基
本
的
責
任
を
負
わ
せ
る
こ

と
を
明
確
に
し
た
。

し
か
し
、
勧
誘
行
為
に
付
随
す
る
証
券
事
故
は
、
そ
の
後
も
跡
を
絶
た
ず
、
一
九
四
七
年
、
再
度
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
た
め

専
門
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
定
款
・
諸
規
則
の
検
討
作
業
が
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
営
業
員
の
販
売
監
督
の
不
行
き
届
き
を
よ

り
効
率
的
に
協
会
が
掌
握
す
る
に
は
、
規
制
の
局
面
を
会
員
の
と
こ
ろ
で
と
ど
め
ず
に
、
制
裁
処
分
ま
で
含
め
個
人
を
直
接
管
理
す

る
必
要
が
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
の
権
限
を
大
幅
に
拡
大
す
る
定
款
・
諸
規
則
へ
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。」
（
17
）

が
あ
る
。

こ
の
経
緯
に
よ
り
、
一
九
五
六
年
に
Ｒ
Ｒ
が
制
度
化
さ
れ
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
外
務
員
資
格
制
度
が
制
度
化
さ
れ
た
の
で
あ

る
。我

が
国
に
お
い
て
も
、
一
九
六
五
年
の
証
券
取
引
法
改
正
に
よ
り
そ
れ
ま
で
届
出
制
度
が
あ
っ
た
外
務
員
は
、
そ
の
活
動
が
営
業

所
外
で
行
わ
れ
る
た
め
、
外
務
員
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
証
券
会
社
の
使
用
人
と
し
て
の
も
の
か
、
顧
客
の
代
理
人
と
し
て
の
も
の

か
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
も
あ
り
、
多
く
の
紛
争
が
発
生
し
た
。
こ
の
た
め
、
一
九
六
五
年
の
証
券
取
引
法
の
改
正
で
、
外
務
員
は

届
出
制
か
ら
登
録
制
に
変
更
し
、
外
務
員
の
代
理
権
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
証
券
会
社
の
責
任
を
明
確
に
し
た
。
外
務
員
は
、
営
業

所
外
の
場
所
で
、
有
価
証
券
の
売
買
、
売
買
の
委
託
の
勧
誘
等
の
証
券
業
務
を
行
う
証
券
会
社
の
役
員
又
は
使
用
人
と
さ
れ
た
。
一

九
九
八
年
の
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
法
で
営
業
所
内
で
の
営
業
行
為
に
つ
い
て
も
外
務
員
登
録
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
に
日
米
両
国
と
も
外
務
員
の
不
祥
事
多
発
に
よ
り
外
務
員
の
登
録
制
度
と
外
務
員
資
格
制
度
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
が
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
外
務
員
の
レ
ベ
ル
は
向
上
し
た
の
か
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

（
１
）
問
題
数

一
九
六
五
年
の
外
務
員
資
格
試
験
制
度
導
入
時
は
記
述
式
の
二
〇
問
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
五
年
の
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
で
は
三

〇
問
に
一
五
〇
％
増
加
し
、
二
〇
〇
二
年
の
パ
ソ
コ
ン
化
で
は
一
〇
〇
問
と
、
導
入
時
か
ら
見
れ
ば
五
倍
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
数

の
増
加
は
、
出
題
科
目
全
般
に
わ
た
り
広
範
囲
な
出
題
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
資
格
試
験
制
度
の
質
的
向
上
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
考
え
る
。

（
２
）
合
否
判
定
基
準

一
九
六
五
年
の
外
務
員
資
格
試
験
制
度
導
入
時
の
合
否
判
定
基
準
は
六
〇
％
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
五
年
の
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式

移
行
以
降
は
七
〇
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
、
資
格
試
験
制
度
の
質
的
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

米
国
の
シ
リ
ー
ズ
７
の
合
否
判
定
基
準
の
七
二
％
に
比
べ
て
遜
色
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

（
３
）
試
験
科
目

二
〇
〇
二
年
の
パ
ソ
コ
ン
化
移
行
時
に
二
種
試
験
の
証
券
投
資
計
算
は
株
式
業
務
、
債
券
業
務
等
に
包
含
さ
せ
る
こ
と
で
除
外
さ

れ
、
代
わ
り
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
重
要
な
事
項
が
出
題
範
囲
に
加
え
ら
れ
、
新
た
に
「
付
随
業
務
」
が
追

加
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
種
試
験
に
つ
い
て
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
重
要
な
事
項
が
出
題
範
囲
に
加
え
ら
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れ
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
は
特
定
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
出
題
科
目
に
追
加
さ
れ
た
。

以
上
の
通
り
、
基
本
的
に
は
一
九
六
五
年
以
降
試
験
科
目
に
大
き
な
変
更
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
間
、
証
券
市
場
を

取
り
巻
く
状
況
は
大
き
く
変
化
し
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
情
報
化
の
中
で
市
場
型
金
融
が
金
融
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
と
も
に
、
国
民
の
資
産
運
用
の
対
象
と
し
て
株
式
、
債
券
、
投
資
信
託
等
の
重
要
性
は
今
後
増
大
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
市
場
仲
介
者
と
し
て
の
証
券
会
社
お
よ
び
外
務
員
の
資
産
運
用
に
お
け
る
重
要
性
は
一
層
重
要
に
な
る
。
ま
た
、
近
年
金
融
・
証

券
界
全
般
に
不
祥
事
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
日
米
と
も
に
外
務
員
資
格
試
験
が
導
入
さ
れ
た
い
き
さ
つ
が
外
務
員
の

不
祥
事
か
ら
く
る
「
質
」
の
向
上
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
外
務
員
必
携
の
「
は
し
が
き
」
に
あ
る

よ
う
に
外
務
員
に
は
、
金
融
商
品
に
関
す
る
豊
富
な
専
門
知
識
の
み
な
ら
ず
、
高
い
法
令
遵
守
意
識
や
職
業
倫
理
を
求
め
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
更
な
る
改
善
が
要
請
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
と
り
わ
け
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
は
内
部
管
理
責
任

者
に
出
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
問
題
や
そ
の
数
を
増
や
す
と
と
も
に
、
基
本
だ
け
で
な
く
応
用
に
か
か
る
出
題
が
あ
っ
て
も
よ
い
し
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
企
業
倫
理
に
関
す
る
出
題
も
検
討
に
値
し
よ
う
。

（
４
）
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
業
務
選
択
）
型
の
検
討

証
券
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
急
激
に
進
展
し
て
い
る
。
金
融
商
品
の
品
揃
え
が
豊
富
に
な
り
、
市
場
参
加
者
が
多
様
化
し
、
資

産
管
理
業
務
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
証
券
会
社
や
金
融
機
関
の
人
事
制
度
に
お
い
て
も
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
重
要
視
さ

れ
る
方
向
の
中
で
、
人
事
管
理
上
網
羅
的
な
総
合
試
験
型
が
望
ま
し
い
と
い
う
の
は
い
ず
れ
限
界
に
達
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
た
め
に
、
商
品
別
、
業
務
別
等
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
業
務
選
択
）
型
に
つ
い
て
本
格
的
な
検
討
を
開
始
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
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（
５
）
外
務
員
必
携

一
種
試
験
で
は
テ
キ
ス
ト
「
外
務
員
必
携
」
第
一
巻
〜
第
四
巻
の
四
冊
を
中
心
と
し
た
範
囲
で
、
二
種
試
験
で
は
テ
キ
ス
ト
「
外

務
員
必
携
」
第
一
巻
〜
第
三
巻
の
三
冊
を
中
心
と
し
た
範
囲
で
出
題
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
関
連
で
基
本
的
重
要

な
事
項
に
つ
い
て
は
テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
出
題
す
る
と
さ
れ
、
テ
キ
ス
ト
作
成
後
に
法
令
・
諸
規
則
等
の
変
更
が
あ
っ

た
場
合
、
試
験
問
題
は
一
定
期
間
後
、
当
該
新
制
度
に
基
づ
い
て
出
題
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
テ
キ
ス
ト
の
他
金
融
庁
、
日
証
協
、

東
京
証
券
取
引
所
、
大
阪
証
券
取
引
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
新
制
度
に
つ
い
て
も
学
習
す
る
こ
と
を
受
験
者
に
要
請
し
て

い
る
。

テ
キ
ス
ト
は
一
冊
平
均
約
三
七
〇
頁
の
膨
大
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
あ
り
、
第
一
巻
は
証
券
市
場
の
基
礎
知
識
、
金
融
商
品
取
引
法
及

び
関
係
法
令
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
並
び
に
関
係
法
令
、
証
券
業
協
会
の
定
款
・
諸
規
則
、
証
券
取
引
所
の
定

款
・
諸
規
則
の
法
令
諸
規
則
中
心
と
し
た
五
科
目
が
法
令
諸
規
則
の
説
明
を
中
心
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
二
巻
は
、
株
式
業
務
、

債
券
業
務
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
業
務
、
付
随
業
務
、
セ
ー
ル
ス
業
務
の
商
品
業
務
に
関
す
る
五
科
目
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
第
三
巻
は
株
式
会
社
法
概
論
、
経
済
・
金
融
・
財
政
の
常
識
、
財
務
諸
表
と
企
業
分
析
、
証
券
税
制
の
関
連
科
目
四
科
目

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
四
巻
は
先
物
取
引
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
特
定
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

外
務
員
資
格
試
験
が
原
則
と
し
て
本
テ
キ
ス
ト
か
ら
出
題
さ
れ
る
た
め
、
テ
キ
ス
ト
は
間
違
い
が
な
い
よ
う
に
正
確
な
記
述
文
章

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
硬
い
文
章
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
や
む
を
え
な
い
が
、
受
験
者
か
ら
す
れ
ば
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
多

い
う
え
に
、
必
ず
し
も
「
分
か
り
や
す
さ
」
を
考
慮
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
た
め
多
く
の

受
験
者
は
一
般
の
出
版
社
が
発
行
す
る
受
験
参
考
書
や
受
験
問
題
集
で
ポ
イ
ン
ト
中
心
の
学
習
を
し
て
い
る
と
も
聞
く
。
受
験
参
考

書
や
受
験
問
題
集
で
ポ
イ
ン
ト
中
心
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
平
易
で
合
格
に
効
率
的
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
が
法
令
・
諸
規
則
の
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制
定
の
趣
旨
や
経
緯
と
い
う
重
要
な
部
分
が
割
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
テ
キ

ス
ト
と
受
験
参
考
書
、
受
験
問
題
集
の
併
用
が
受
験
者
に
と
っ
て
真
の
外
務
員
の
姿
を
理
解
す
る
の
に
必
要
と
考
え
る
。
こ
の
点
か

ら
す
れ
ば
テ
キ
ス
ト
の
編
纂
に
つ
い
て
も
一
段
の
工
夫
が
あ
れ
ば
、
受
験
者
へ
の
便
宜
が
増
す
と
と
も
に
試
験
の
一
般
へ
の
開
放
の

理
由
の
一
つ
で
あ
る
証
券
投
資
知
識
の
普
及
・
啓
発
に
も
役
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

８
　
む
す
び
に
変
え
て

日
証
協
の
外
務
員
資
格
試
験
は
一
九
六
六
年
に
開
始
さ
れ
て
か
ら
四
六
年
が
経
過
す
る
。
導
入
当
時
の
証
券
市
場
に
お
け
る
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
状
況
や
自
主
規
制
に
対
す
る
証
券
界
内
外
の
認
識
か
ら
す
る
と
、
約
半
世
紀
の
間
に
外
務
員
資
格
試
験
は
自
主
規

制
機
能
の
発
展
・
強
化
に
大
き
な
一
端
を
担
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇
三
年
に
外
務
員
資
格
更
新
研
修
（
18
）（

以
下
、「
更
新

研
修
」
と
い
う
）
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
外
務
員
は
外
務
員
登
録
後
五
年
ご
と
に
更
新
研
修
を
受
講
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
外
務
員
は
変
化
が
激
し
い
時
代
に
お
い
て
法
令
・
諸
規
則
の
改
正
点
を
再
学
習
出
来
る
こ
と
に
な

っ
た
。
毎
年
三
万
〜
四
万
人
の
外
務
員
登
録
者
が
更
新
研
修
を
受
講
し
て
お
り
、
外
務
員
資
格
試
験
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
と
の
相
乗
効

果
が
期
待
出
来
る
。

一
九
六
六
年
の
導
入
後
、
マ
ー
ク
シ
ー
ト
化
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
、
更
新
研
修
と
い
っ
た
改
革
を
行
う
一
方
で
、
試
験
の
一
般
開

放
を
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
歩
み
は
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
に
お
け
る
試
験
制
度
と
比
較
し
て
も
遜
色
は
な
い
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
課
題
で
指
摘
し
た
通
り
今
後
の
改
善
点
も
多
く
あ
る
の
で
、
関
係
者
に
よ
る
更
な
る
努
力
を
期
待
し
た
い
。
米

国
で
は
、
資
産
運
用
業
務
の
発
展
・
拡
大
に
伴
い
Ｒ
Ｉ
Ａ
（
投
資
顧
問
業
）
（
19
）

に
対
す
る
資
格
試
験
（
シ
リ
ー
ズ
65
又
は
66
）
が
あ
る

だ
け
で
な
く
、
金
融
規
制
改
革
法
（
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
）
に
よ
り
、「
多
く
の
投
資
家
達
は
Ｒ
Ｒ
と
Ｒ
Ｉ
Ａ
の
違
い
を
理
解
し
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て
お
ら
ず
、
プ
ロ
と
し
て
同
じ
規
制
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
」
（
20
）

と
し
て
こ
れ
ま
で
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
適
用
さ
れ
て
き
た
受
託
者
責
任

（F
iduciary

D
uty

）
が
Ｒ
Ｒ
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
ア
ド
バ
イ
ス
に
対
す
る
フ
ィ
ー
は
投
資
顧
問
法
の

適
用
除
外
を
受
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
特
別
な
報
酬
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
み
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
我
が
国
で
も
い
ず

れ
投
資
顧
問
業
に
対
す
る
資
格
試
験
の
導
入
も
議
題
に
上
が
っ
て
く
る
と
考
え
る
、
そ
れ
と
と
も
に
、
資
産
管
理
業
務
が
進
展
・
定

着
す
れ
ば
、
外
務
員
に
対
す
る
受
託
者
責
任
（F

iduciary
D

uty

）
を
外
務
員
資
格
試
験
の
試
験
科
目
や
出
題
範
囲
と
し
て
検
討
す

る
時
代
も
遠
か
ら
ず
到
来
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）

特
別
会
員
一
種
外
務
員
は
、
公
共
債
、
投
資
信
託
等
、
国
債
先
物
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
の
取
扱
い
が
出
来
る
者

特
別
会
員
二
種
外
務
員
は
、
公
共
債
、
投
資
信
託
等
の
取
扱
い
が
出
来
る
者

特
別
会
員
四
種
外
務
員
は
、
損
保
代
理
店
等
に
お
い
て
投
資
信
託
等
、
天
候
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
取
扱
い
が
出
来
る
者

（
２
）

日
証
協
「
協
会
員
の
外
務
員
の
資
格
、
登
録
等
に
関
す
る
規
則
」
第
二
条

（
３
）

日
証
協
「
協
会
員
の
内
部
管
理
責
任
者
等
に
関
す
る
規
則
第
一
四
条

（
４
）

F
inancialIndustry

R
egulatory

A
uthority

金
融
取
引
業
規
制
機
構
、
二
〇
〇
七
年
に
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
自
主
規
制
部
門
が
統

合
し
て
生
ま
れ
た
米
国
の
自
主
規
制
機
関

（
５
）

一
九
六
五
年
の
証
券
取
引
法
改
正
前
は
、
大
蔵
大
臣
に
届
け
出
る
届
出
制
（
証
券
会
社
は
外
務
員
を
雇
用
し
た
と
き
は
、
証
券
業
協
会
を

経
由
し
て
届
け
出
る
）
で
あ
り
、
ま
た
従
業
員
の
氏
名
・
生
年
月
日
・
住
所
等
を
証
券
業
協
会
に
登
録
す
る
自
主
規
制
と
し
て
の
登
録
制

が
並
行
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
七
五
年
以
降
「
認
定
制
度
」
と
し
て
①
現
在
管
理
職
で
、
証
券
業
務
に
三
年
以
上
従
事
、
②
過
去
に
管
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理
職
で
、
証
券
業
務
に
五
年
以
上
従
事
、
③
過
去
に
役
員
で
証
券
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
に
無
資
格
で
外
務
員
の
職
務
を
行
わ
せ

る
こ
と
が
出
来
た
が
、
二
〇
〇
四
年
に
廃
止
さ
れ
た
。

（
６
）

東
京
証
券
業
協
会
（
当
時
、
現
日
証
協
）
は
、
一
九
五
一
年
五
月
に
旧
東
京
証
券
業
協
会
に
登
録
す
る
外
務
員
は
、
東
京
有
価
証
券
講
習

所
の
講
習
終
了
者
又
は
資
格
試
験
の
合
格
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
中
央
商
科
短
期
大
学
証
券
学
科
卒
業
者
に
も
同
様
に

終
了
者
の
扱
い
に
し
て
い
る
。

（
７
）

大
阪
証
券
業
協
会
（
当
時
、
現
日
証
協
）
が
一
九
六
四
年
三
月
に
制
定
し
た
公
正
慣
習
規
則
「
証
券
従
業
員
に
関
す
る
規
則
」
で
は
、
協

会
員
の
従
業
員
の
う
ち
外
務
員
と
し
て
外
務
行
為
に
従
事
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
外
務
員
資
格
試
験
合
格
者
と
大
阪
証
券
研
修
所
規
程
に

よ
る
新
任
者
課
程
高
等
科
も
し
く
は
外
務
員
課
程
修
了
者
と
し
て
い
る
。

（
８
）

当
時
は
、
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
「
全
国
統
一
外
務
員
資
格
試
験
」
と
い
わ
れ
た
。

（
９
）

日
証
協
　
協
会
員
代
表
者
宛
通
知
　
一
九
八
五
年
二
月
二
〇
日

（
10
）

東
京
、
大
阪
等
の
大
都
市
で
は
受
験
会
場
と
し
て
大
学
の
学
舎
を
手
当
て
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
た
め
、
日
曜
日
に
限
ら
れ
、

都
心
部
に
近
い
会
場
の
手
当
て
は
困
難
で
あ
っ
た
。

（
11
）

二
〇
一
一
年
一
月
の
改
正
で
、
受
験
回
数
に
か
か
わ
ら
ず
三
〇
日
と
さ
れ
た
。

（
12
）

窪
田
正
也
「
全
米
証
券
業
協
会
の
登
録
お
よ
び
資
格
試
験
の
現
状
に
つ
い
て
」『
証
券
業
報
』
日
本
証
券
業
協
会
　
二
八
六
号
　
四
七
〜
四

八
頁
　
一
九
七
四
年
五
月

（
13
）

Principal

は
、
一
九
六
五
年
一
〇
月
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
特
別
調
査
に
基
づ
く
改
革
の
一
つ
と
し
て
新
設
さ
れ
た
（
窪
田
四
八
頁
）。

（
14
）

一
種
試
験
、
二
種
試
験
及
び
会
員
内
部
管
理
責
任
者
資
格
試
験
に
つ
い
て
日
本
版
の
試
験
を
英
語
に
翻
訳
し
、
実
施
し
て
い
る
。

（
15
）

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ａ
は
、
国
際
証
券
市
場
に
お
け
る
取
引
慣
行
及
び
規
制
の
調
和
を
図
り
、
メ
ン
バ
ー
間
の
情
報
交
換
及
び
理
解
を
促
進
し
、
国
際
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証
券
市
場
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
九
八
八
年
に
設
立
さ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
各
国
（
地
域
）
証
券
市
場
の
自

主
規
制
機
関
及
び
業
界
団
体
で
、
一
五
か
国
（
地
域
）
一
六
団
体
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
一
か
国
一
団
体
が
加
盟
し
て
い
る
。

（
16
）

相
互
認
証
の
タ
イ
プ
の
一
つ
（m

utualrecognition

）
で
、
他
に
は
相
手
方
の
了
解
を
得
て
い
な
い
場
合
の
片
務
的
認
証
（unilateral

recognition

）
が
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ａ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
片
務
的
認
証
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
17
）

窪
田
正
也
　
前
掲
書
　
四
八
頁

（
18
）

Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
外
務
員
資
格
更
新
研
修
に
該
当
す
る
も
の
は
、
継
続
研
修
（F

irm
E

lem
ent

continuing
education

）
で
あ
り
、
証
券
会

社
は
毎
年
、
証
券
に
関
す
る
知
識
の
向
上
、
技
術
面
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高
め
る
た
め
の
書
面
に
よ
る
研
修
を
行
う
。

（
19
）

R
egistered

Investm
entA

dviser

（
独
立
の
投
資
顧
問
業
者
「
Ｒ
Ｉ
Ａ
」
と
い
わ
れ
る
）

（
20
）

二
〇
一
〇
年
一
月
一
四
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
委
員
長
メ
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ピ
ロ
氏
の
議
会
・
金
融
危
機
調
査
委
員
会
に
お
け
る
証
言
。
詳
し
く
は
拙

稿
「
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
登
録
外
務
員
（
Ｒ
Ｒ
）
に
受
託
者
責
任
（fiduciary

duty

）
を
適
用
」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』

Ｎ
ｏ．

一
六
六
二
　
日
本

証
券
経
済
研
究
所
大
阪
研
究
所
　
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
及
び
拙
稿
「
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
登
録
外
務
員
（
Ｒ
Ｒ
）
に
受
託
者
責
任
（fiduciary

duty

）

を
適
用
（
２
）」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』
Ｎ
ｏ．

一
六
六
三
　
日
本
証
券
経
済
研
究
所
大
阪
研
究
所
　
二
〇
一
〇
年
一
二
月
参
照

参
考
文
献

・
「
外
務
員
必
携
」
第
一
巻
〜
第
四
巻
　
日
本
証
券
業
協
会

・
「
証
券
業
報
」
日
本
証
券
業
協
会
　
二
八
六
号
　
一
九
七
四
年
五
月

・
「
続
証
券
十
年
史
」
大
阪
証
券
業
協
会
　
一
九
六
一
年

・
「
統
合
一
〇
年
の
歩
み
」
日
本
証
券
業
協
会
　
一
九
八
三
年
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・
日
証
協
・
協
会
員
代
表
者
通
知
「『
外
務
員
資
格
試
験
制
度
に
関
す
る
検
討
状
況
に
つ
い
て
（
論
点
整
理
）』
に
つ
い
て
」（
日
証
協
（
資
）
二
一
第

一
八
七
号
　
二
〇
〇
九
年
六
月
一
一
日
）

・
日
証
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　w

w
w

.jsda.or.jp

・
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　w

w
w

.finra.org

・
プ
ロ
メ
ト
リ
ッ
ク
社
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　w

w
w

.prom
etric-jp.com

/service/index.htm
l

（
さ
か
し
た
　
あ
き
ら
・
客
員
研
究
員
）
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